
ろうれい　き　そ

めんじょ

こくせき

さい

　老齢基礎年金は、20歳から60歳になるま

での40年間保険料を納めなければ、満額の

年金を受け取ることができません。

　国民年金保険料の納め忘れなどにより、

保険料の納付済期間40年間に満たない場合は、

60歳から65歳になるまでの間に国民年金に

任意加入して、満額の年金に近付けること

ができます。なお、老齢基礎年金を受給する

ためには、保険料の納付済期間や保険料の

免除期間等が原則として25年以上必要とな

りますが、この要件を満たしていない場合は、

70歳になるまで任意加入することができます。

す。（ただし、昭和40年4月1日以前に生まれ

た方に限られます）また、海外に在住する日

本国籍の方も国民年金に任意加入すること

ができます。

【お問い合わせ先】

　日本年金機構米子年金事務所　

　　　　　　　　　　☎３４−６１１１

　または町民生活課　☎６６−３１１４


